
平常時の河川巡視（河川パトロール）項目

① 河川区域等における違法行為の発見

ゴミ等の投棄や不法係留など、法律の許可を得てい
ない行為や違法行為の確認をしています。

② 河川施設等の変状の確認

堤防や護岸、水門などの河川施設の変状や、河川の
状況等を確認しています。

③ 河川利用に関する情報収集

河川敷や親水施設等の利用状況や危険行為・迷惑行
為等の状況を確認しています。

④ 河川の自然環境に関する情報収集

河川の水位・水質や季節的な自然環境の変化等を況
を確認しています。
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河川の機能が維持できるよう、日頃から河川の巡視を行い、異常箇所や変化など
の状態を把握しています。

なぜ、河川の巡視をするの？

洪水時の巡視は、堤防の状態、水位が上
がった流れの速い川の状態、河川施設の状
況等を把握しています。

日常的な河川の巡視は、
① 河川区域等における違法行為の発見
② 河川施設等の変状の確認
③ 河川利用に関する情報収集
④ 河川環境に関する情報収集
を目的に、河川の区間ごとの重要度に応じ
て行います。

不法投棄

施設の利用状況

対策前（道路舗装の亀裂） 対策後

不法係留

桜の花の開花
河川敷利用（朝市）

百合の花の開花

平成26年度 運河出張所管理区間の
河川巡視結果の内訳



♪ あ と が き ♪
春が近づき、江戸川・利根運河の堤防に捨てられる
ゴミが目立つようになってきています。
皆様の財産である江戸川・利根運河がいつもきれい
であるよう、河川パトロールを行っていますが、沿川
皆様方もご協力の程よろしくお願いいたします。

江戸川河川情報（ＱＲコード）を
利用して降雨状況や水位情報に注意
して、早めの判断をお願いします。

①柏市役所下水道整備課 (分庁舎１)
②流山市役所河川課カウンター (第三庁舎)
③野田市役所管理課カウンター
④吉川市役所河川下水道課カウンター (第二庁舎)
⑤東武野田線運河駅、梅郷駅、野田市駅
⑥江戸川河川事務所１Ｆ入口
⑦運河出張所１Ｆ入口 (利根運河交流館)

◆「運河だより」はインターネットでもダウンロードできます！
＜ＵＲＬ→＞ http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00002.html

江戸川河川事務所のホームページ から河川法第２４条、２６条、５５条などの
申請様式がダウンロード ( ワード、一太郎、PDF ) 出来ます。
＜ＵＲＬ↓＞

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00112.html

運河だより
は

ココで入手！

ＱＲで江戸川の情報をGet！

利根運河イベントカレンダー 利根運河に関するイベントを紹介しています。

＜URL↓＞ 江戸川河川事務所利根運河エコパークのホームページからダウンロードすることができます。

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00581.html
利根運河イベントカレンダー 検索

みんなが気持ちよく河川を利用できるよう、不法投棄の発見や撤去を行うととも
に、行為者へ指導するなど、法令等に基づき適切かつ迅速に不法行為の是正のた
めの措置を行っています。

※不法投棄は違法です。懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります

ゴミは持ち帰りましょう

いつまでもきれいな江戸川、利根運河を残すために、自分のゴミは持ち帰るようにしましょう。

河川に不法に投棄されたゴミは、地域の景観や環境を損なうだけでなく、洪水時には堤防や
施設の損傷など、河川管理の上でも大きな問題です。

不法投棄を未然に防止するため、河川巡視を強化するとともに警告看板の設置を行っています。
それでも平成26年度には、※２５件のゴミの不法投棄が発見されました。 ※運河（出）管内

テレビ、タイヤ、自転車など、様々
なゴミが投棄され、景観や環境を
損ねています。

洪水時には堤防にあたったり、
施設の周辺にゴミが溜まったり
して、河川の施設にも影響を及
ぼします。

河川への不法投棄をなくすた
め、皆さんのご理解とご協力を
お願いします。


